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自治体財政の健全化に向けた
ガバナンス強化についての提言

地方財政健全化法を契機とした
自治体の財政情報共有と体制強化をめざして

2007年８月

政策提言自治体会議
(パイロット・グループ)



All Rights Reserved, Copyright 2007 政策提言自治体会議
2

提言にあたって

平成１９年３月、自治体職員の有志が北海道の地に集まり、「政策提言自治体会議」（パイロッ

ト・グループ）を立ち上げました。この会議は、現場主義による豊かな地方自治の実現を図るべく、

自治体や国の地方自治政策に関し、自治に精通したメンバー自らがさまざまな提言及び実践活

動を行うことを目的としたものです。すべてボランティア・手弁当で運営している自主組織です。

その主な活動として、地方自治政策に関する調査及び提言、新たな地方自治制度の設計及び

提言を行うこととしています。

２００７年６月、自治体財政の急速な悪化と未だに進まない財政に関する情報共有を背景に、

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（地方財政健全化法）」が成立しました。私たちは

これをひとつのきっかとし、「自治体自らが強い意志で財政や自治の基盤を強化していくための

考え方や具体的方法を示そう」という決意のもと、今回の提言をまとめました。

自治体関係者はもちろん、自治に関心のあるさまざまな皆さんにこの提言をご覧いただき、こ

のノウハウにさらに価値ある情報を付け加えながら、それぞれの地域で活用され、自治の次へ

の一歩を踏み出すことを強く願っています。

2007年８月 政策提言会議（パイロット・グループ）を代表して

ニセコ町 片山 健也

加藤 紀孝
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Ⅰ．私たちの問題意識

これまでの自治体財政運営の反省
É夕張市の財政破綻の本質は、自らを十分に律することができなかった点にある。財政運営の自己規律や住民・議会との財政情
報の共有が失われていたこと（自治体財政にかかわる基本的自治機能の不全、欠如）がその根底にあった。これを他山の石とし
てすべての自治体が、今、財政運営のあり方を見直す時期に来ている。

自治体財政の自己規律を
É自治体の財政は、地方分権や地方自治法の趣旨を考えると、国のルールに基づいて運営するだけでは不十分であり、それを活
かしたさまざまな実践が必要となる。その中で、自治体は、本来の自治機能をしっかりと動かすための体制を強化すべきである。

地方財政健全化法を契機に
É自治体には、国が行う制度設計に対して「押しつけ」や「やらされ仕事」の感覚がある一方、国からの指示待ちであることも多い。
しかし、すべての制度についてそのような姿勢で臨むべきではない。少なくとも新法は、運用次第では自治体財政の健全化に寄
与しうる制度である。新法を契機に、自治体ガバナンスの手段として積極的に利活用していくことが重要である。

自治体監査を本来求められる姿に
É新法では監査の役割が重視されているが、新法が求める監査委員の審査については、監査部門に十分なノウハウがないのが
実態である。
É監査部門の強化のためのノウハウの開発に早期に取り組むことが、今後の自治体の体制強化の重要なポイントとなる。

議会が本来のチェック機能を
É二元代表制をとる議会の機能強化のためには、住民の目線に立ったチェック機関として、議会自らが自己改革し、本来の役割を
発揮できるような体制強化が期待される。

内部統制機関として会計担当の役割を見直すことが必要
É会計事務の簡素化、効率化の流れの中で、会計担当の役割は大きく変わってきた。その典型的な事例が収入役制度の廃止で
ある。これまでの内部統制機関としての機能を今後どのように見直していくのか、今、一度検討する時期にある。

自治そのものの基盤強化・発展を
É新法の実施にかかわらず、自治体財政の透明性確保（説明責任）がそもそも重要であり、行政は住民に対し住民の目線で財政
情報の共有を進めなければならない。
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Ⅱ．新法の実施に備え、早期に取り組むべき課題

新法に沿ってスケジュールの再構築を！

通常、決算が作成されるのが７月。監査委員の審
査は８月、それに基づく議会での決算審査は９月
～１１月に行われる。
監査委員は、決算が出てから４指標の監査を始め
たのではとても間に合わない。そのためそれ以前に
予備監査を実施し、決算審査では結果の分析だけ
にとどめることが必要。
平成１９年度分から監査の役割が変わることから、
監査体制を新法にあわせて早期に見直す必要あり！

【監査部門が取り組むべきこと】

事前監査で、監査委員が指標数値が適正であるかどうかの判断を
行うために、指標に対する全ての監査手続を行い、この結果、行政
部局の数値に信頼がおけると判断した場合は、４指標の審査では
その適正性に関して判断を行う。
しかし、事前監査で行政部局の数値に信頼がおけない（疑義が生
じる）場合には、監査委員は首長に対して是正を求め、それでも信頼
がおけない場合は最終的に全ての監査手続を実施し、意見形成を行
うこととなる。

【財政・会計部門が取り組むべきこと】

◎的確な４指標の作成
→決算資料の的確な作成
→財政・会計部門が一体となった決算状況の整理・分析
、組織体制の強化、決算統計作成分析手順の再整理
◎４指標をメルクマールとする財政計画の策定

また、決算議会を１２月に行っている自治体は決算手順
そのものの早期化とあわせて対策を考える必要。

【住民に周知すべきこと】
新法の趣旨と内容、これを契機として、４指標にとど
まらず住民の目線による自治体財政状況のチェック
について情報共有を図るべき。４指標を含め財政状態
を表す多様な財政指標の分析と分かりやすく説明、
他自治体との比較などが重要。

地方財政健全化法への対応の観点から、行政として早期に取り組まなければならないこと
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１．提言の対象、提言のめざすもの

２．首長・自治体職員への提言

３．監査部門への提言

４．住民・議会への提言

５．政府・総務省への提言

６．提言の効果（自治体ガバナンス強化の契機とするために）

７．提言メンバー、活動記録、今後の活動に向けて

Ⅲ 提言編
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１. 提言の対象、
提言のめざすもの

財政の自己規律について
単に国が作ったルールに従うのではなく、

自治体自らの実践を前提として
自治体の体制をしっかり強化すべき

住民・議会に対して

●自治の構成員（当事者）
としての意味、役割を再
認識する
●自治体の健全財政度は
地域住民の成績表

首長・自治体職員に対して

●財政の自己規律を通じ、自治体ガバナンス
を確立し、自治の機能強化を図るべき
●そのために、新法（地方財政健全化法）の
活用をきっかけに財政・会計部門の体制強化
に努めるべき
●住民との財政情報の共有を徹底すべき

監査部門に対して

●財政規律強化への大きな役割、
あるべき姿を再認識すべき
●新制度（地方財政健全化法）で
求められている監査体制を早急
に整えること。

政府・総務省に対して

●予算・決算、監査委員、会計
管理者などの制度のあり方
を検討すべき
●適切な指標の設定と運用

地方財政への信頼性の強化を
通じて地方自治の充実をめざす

新制度を活用するためのノウハウとしての
「監査マニュアル」と、ガバナンスの達成度
を自己評価する「チェックリスト」を提供

【自治体の反省】
そもそもこれまで自治体の財政状況について
住民への説明を積極的にしてこなかった

これからの自治体が
めざすべきこと

新制度（地方財政健全化法）
を受け身で捉えるのではなく、
新たなガバナンスの手段
として活用すべき

主に行政に対して提言 （自治体自らの改革を！）
提言
対象

提言
対象

提言
対象
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２．首長・自治体職員への提言

2-1 首長への提案

首長の責務

1．自治体のガバナンス全体に対する責務

2．決算の正確性に関する責務

3．住民・議会への説明する責務

É財政・会計担当の役割・責任の明確化と相互チェックが働くシステムづくりをする
É財政分析・経営判断のためのノウハウを蓄積する
É仕組みによるガバナンス強化を図る→４指標をメルクマールにした財政計画の策定
É財政計画に沿った政策形成システムを確立する→「マクロ・バジェット」の考え方

É４指標等財政指標の開示ルールを明確化する
É決算成果報告書（主要な施策の成果説明書）を使い説明すべき

É首長は自治体の経営責任者としての認識を持ち、監査に十分な識見と理解を
持つとともに、首長確認書（経営者確認書）を監査委員に提出すべき
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2-2 職員への提案

自治体職員の責務

1．財政担当の責務

2．会計管理者・会計担当の責務

3．一般職員の責務

É中・長期の財政計画をメルクマールとした適正な財政運営
É４指標等財政指標の分析能力の向上とそれを活かした予算編成
É首長へ的確な経営判断材料の提供
É住民に財政情報をわかりやすくかつ積極的に提供・説明

É財政状況の認識と住民との情報共有
Éコスト意識の向上と自己研鑽

É会計管理者の独立性を確保することによる相互チエック機能の確保
É一時借入金の所管を財政担当から会計担当へ→財務権限の分散
É適正執行管理のためのノウハウの導入
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指標数値の
適正性

【監査委員の４指標審査の役割】
★最重要の役割
地方財政健全化法に基づく、４指標（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費
比率、将来負担比率）の審査は、これら指標が、同法及び関係法令に定められた基準
に準拠し、適正に表示されているかである。

★追記情報
４指標の表示に関して適性であると判断したが、議会、住民及び利害関係者に対し、

その判断に関し特に説明をする必要がある事項や、４指標の記載について強調する
必要があると監査委員が判断した事項を、審査結果報告書に追記する。
この追記情報を記載するか否かは、監査委員の判断による。その記載の目的は、審
査結果報告書を利用する者への情報提供であり、議会、住民及び利害関係者が４指
標に関する判断を行うにあたって、役立つ情報でなければならない。

【決算審査結果報告】
４指標に関連して、行政サービスの持続性についての意見は、４指標のみではその自

治体の財政状況をすべて表すことができないことから、４指標の審査結果報告で表明す
るのではなく、決算審査結果報告書で決算内容やその他の財政分析の指標と合わせ、

総括的に述べるべきである。

【付加的意見】
行政サービスの
持続可能性

監
査
委
員
が
表
明
す
べ
き
意
見

監査の
最重要事項！

3．監査部門への提言
３-1 新たな財政健全化指標の審査
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３-２ 監査体制の再構築が必要

4指標の監査のためには、

通常の決算審査の中では時間的制約もあり

難しいので、それ以前からの予備監査の実施や

定期監査、例月現金出納検査などにおける

調査対象の拡大などに務めるなど、

監査体制の全面見直しが必要である。

監査委員が役割を果たすには
4指標の監査に関する
監査マニュアルが不可欠
（資料編で提供）



All Rights Reserved, Copyright 2007 政策提言自治体会議
12

3-3 ４指標審査の意見形成の体系

4指標の監査のためには、
定期監査との連携を
見直す必要がある！！

監査の変革が必要！
監査委員が新法が求める役割を果たすには

監査を行う監査委員及び監査事務局が、相当前向きに
取り組む必要がある。

４指標の計算
過程を監査する

適正である
４指標の分析的手続に
よる異常点及び差分の
原因を、財政当局に確認
し適正性を判断する。 ４指標審査意見

の形成
（無限定適正意見・
限定付適正意見・
不適正意見）

初年度監査の前に行うべき準備
４指標の審査

４指標計算の
元数値である
財務会計デー
タが信頼できる

４指標の計算
過程及び財務
会計データの
信頼性がある
ことから、４指
標審査の監査
方法を分析的
手続のみで行
うと監査委員
が決定

分析的手続による４
指標の信頼性がなく、
分析的手続のみでは審
査意見の心証形成が出
来ないと監査委員が判
断

４指標の計算過程及び
基礎数値である財務会
計データを必要に応じて
監査する

定期監査

例月現金出納検査

他監査等との連動
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É 平成9年に監査委員制度の充実のための法整備が図られたが、これまで自治体の監査部門は非効率な財政支出の抑止に
とどまらず財政健全化を促すなど、住民から期待されている役割を十分果たしてきたとは言えない。

É 地方財政健全化法への対応を契機として、単に新法に対応する以上に監査部門の強化を果たすべきである。

人口規模の小さい町村についても監査事務局の単独設置が望まれる。
監査事務局の単独設置が実情に合わない自治体においては、近隣自治体との共同設置や事務委託の検討が必要である。

★専門的能力と知識
① 監査に関する能力と知識
② 地方自治法等法令に関する知識
③ 会計に関する知識

監査主体にこれら機能を持たせるには、専門能力と知識をもつ専任職員を配置した監査事務局体制の整備が急務

★専門的能力と知識
① 決算統計及び財政分析に関する知識
② 知識を駆使し総合的な分析と判断能力

求められる機能：①専門的能力と知識を持ち、②職業的懐疑心をもって、③公平不偏の態度と独立性を保持し監査を実施する

★職業的懐疑心
正当な注意を払う。

★公平不偏の態度と独立性
公平不偏の態度を保持するために、地方自治法では、
外観的独立性の要件を定めて、これを遵守していた。

【これまでにも、求められていた事項】

【新たに求められる事項】 ★実質的独立性の確保に向けて法改正も含めて取り組むべき！
① 監査委員の当該職員であったものの排除
② 監査委員の当該議員の意識改革
③ 監査事務局職員の当該職員との分離⇒共同設置など
※監査機関の設置（独立行政法人など）

3-４ これからの監査委員に求められるもの
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ＳＴＥＰ１

人口規模の小さい自治体においても専任の監査事務局を置くこと。（議会事務局等と兼務としない）
監査事務局の単独設置が実情に合わないような自治体においては、共同設置や事務委託を検討。

ＳＴＥＰ２

監査事務局職員研修の強化（全国町村監査委員協議会、全国都市監査委員会等の研修機能の強化）
監査事務局どうしの多様な人事交流の促進。(近隣自治体どうし、類似団体どうし、県と市町村etc.)

ＳＴＥＰ３

自治体の垣根を越えた、研修、人事交流の促進により、「自治体監査という専門職（プロフェッション＊）」の
意識を形成、定着させる。

★最終形の提案

「自治監査院」（自治体の共同設置による独立の監査機関。研修機能を会わせ持つ）

＊プロフェッションとは、学識（科学または高度の知識）に裏づけられ、それ自信一定の基礎理論をもった特殊な技能を、特殊な教育または訓練によって習得し、
それに基づいて、不特定多数の市民の中から任意に呈示された個々の依頼者の具体的奉仕活動をおこない、よって社会全体のために尽くす職業である。

監査委員体制への提案
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４．住民・議会への提言

首長（行政）に白紙委任しない真の自治へ向けて＝強固な住民自治

議 会
●予算制定、決算認定、健全化指標報告における
チェック機能の強化、十分な審議

●チェック機能を支える議会事務局機能の強化

●財政問題に関する議会、議員の研修、研鑽

●議会自身の機能充実強化（情報共有、住民参加）

住 民
●自治の構成員としてまず当事者意識を
●住民目線でできることから財政状況チェック（資
料編：チェックリスト）

●予算編成過程、行政評価への参加

●財政運営（行財政改革）も選挙の重要な争点

執行機関は住民・議会への説明責任をしっかり果たす

（十分な情報共有と説明）

住民の利益代表の枠から出られず、首

長（行政）に対するチェック機能が十分に

働いていない

「お任せ民主主義」 「観客民主主義」

（選挙以外は自治への関心薄）

でも行政サービス低下は望まない．．．

自治体財政に無関心ではいられない情勢

→自治体財政の急速な悪化（住民サービスのあり方に直接影響）

→健全化法による重要指標の議会報告、住民公表の義務付け

現 状

ピンチをチャンスに

→住民・議会の目線から真の自治を機能させるチャンス

何をなす
べきか

住民 議会

自治体の執行機関 （首長・職員）

予算・決算などの財政情報について法令に基づく最低限の情報開示を行うほか、とりわけ議会に対して（必要以上に慇
懃に接するものの）実質的に意思疎通を避けることで住民代表である議会を軽視し、白紙委任を求める傾向がある。




